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利用定員の変更状況について 

 

令和４年度に別紙１の通知のとおり定員変更ルールを見直しましたが、その

適用状況については以下のとおり。 

１． 定員変更の適用状況（公営保育所除く） 

⑴ 定員引下げ 

適用時期 
保育分（２・３号） 教育分（１号） 

施設数 利用定員減数 施設数 利用定員減数 

令和５年１月 ４１ ▲５３７ ２ ▲４０ 

令和５年９月（予定） ２８ ▲４７３ ３ ▲９０ 

合計 ６９ ▲１，０１０ ５ ▲１３０ 

⑵ 定員引上げ 

適用時期 
保育分（２・３号） 教育分（１号） 

施設数 利用定員増数 施設数 利用定員増数 

令和５年４月 ３ ＋１４ １９ ＋１８６ 

令和５年９月（予定） １ ＋２ ０ ０ 

合計 ４ ＋１６ １９ ＋１８６ 

２． 影響分析 

⑴ 定員引下げの待機児童対策への影響 

令和５年４月申込の受入枠（一次調整）は前年比△２６９人分であったが、

全市で１，９４０人の受入枠の余剰があり、待機児童対策上も大きな影響は

生じていない。 

 一方、保育利用児童数の減少により、令和５年４月時点の定員割れ数は前

年比１２３人分増となったが、定員引下げの結果、伸び率は緩和されている。 

 定員割れ数伸び率：（Ｒ３→Ｒ４）＋２１．６％、（Ｒ４→Ｒ５）＋４．３％  

⑵ 既存施設への影響 

認定こども園における需給調整の特例分の定員についても引上げできる

よう見直しところ（上限１号１５人、２・３号１０人）、保育園由来の１９

施設が１号定員１８６人分を引上げたが（幼稚園由来の２・３号認定の引上

げはなし）、１号の新規受入数は前年比と大きな変化はなかった（別紙２）。 

４月新規受入児童数：（Ｒ４．４）１１２人→（Ｒ５．４）１０５人 

３． 課題 

今後も状況を分析し、対応の必要性について検討していく。 
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令和５年２月１５日 
各施設長及び事業所管理者 様 

子ども若者はぐくみ局 
幼 保 総 合 支 援 室 

 
保育所等における利用定員の取扱いについて（通知） 

 
平素より、子ども・子育て支援施策の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 
標記の件について、令和５年４月から、下記のとおり取り扱いますので、通知します。 
なお、本通知に伴い、令和４年９月１２日付け通知「保育所等における利用定員の引下

げに係る取扱いの見直しについて」は廃止します。 
 

記 
 
１ 基本的な考え方 

利用定員と児童数は乖離がないことが望ましい姿であり、また、各施設は原則として

利用定員を超えて教育・保育を提供してはならないため、利用定員を下回っている場合

も上回っている場合も、実態に見合った利用定員とすることを目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 対象施設等 

⑴ 対象施設 

民間保育園、認定こども園、地域型保育事業所、新制度幼稚園 

⑵ 対象定員 

１号認定こどもの利用定員及び２・３号認定こどもの利用定員 

 
３ 要件 

１号又は２・３号毎に、前年度の年間平均児童数が利用定員と相違し、且つ、以下⑴又

は⑵の要件を満たしていること。 

 ⑴ 利用定員の引上げ 

① 変更後の利用定員に必要な保育室等の面積（※１）及び職員数を確保している。 

  ② 変更後の利用定員が認可定員を上回る場合は、併せて認可定員も引き上げる（※２）。  

  

 

【用語の定義】 
認可定員：児童福祉法等（※）に基づき、保育所等を認可する際、受入児童数の上限として定め

るもの（※認定こども園法、学校教育法等、施設類型によって異なる。） 
利用定員：給付費の単価区分の基となる定員で、子ども子育て支援法における確認において定め

るもの。受入上限である認可定員を上回ることができない。 
年間平均児童数：４月から３月までの各月初日の児童数の総和を１２で除した数値（小数点以下 

切捨て） 

別紙１ 

2-2



 

⑵ 利用定員の引下げ 

 ① 前年度の年間平均児童数が、利用定員に基づく公定価格単価区分を下回っている。 

 ② ４月 1 日時点での利用児童数が、利用定員に基づく公定価格単価区分を下回って

いる。 

③ 子ども・子育て支援事業計画の達成に支障が生じない。 

④ 本市が待機児童のため必要があると認める際には、認可定員を上限とする利用定

員の見直しに速やかに応じる。 

⑤ 新たに認可された園（※３）の利用定員引下げは、認可年度の翌々年度から適用

する（例：令和３年４月１日に認可→令和５年９月１日から変更可能）。 

  ※１ 乳児室、ほふく室、保育室（遊戯室含む）及び屋外遊技場の面積（新制度幼稚 

    園及び認定こども園は、園舎面積の基準も有り） 

  ※２ 新制度幼稚園及び幼稚園型認定こども園を除く。ただし、京都府が認可する認

可定員の範囲内での引き上げとする。 

  ※３ 認定こども園への移行、運営主体の変更を理由とする認可を除く。 

 

４ 設定定員 

⑴ 原則（後述⑵を除く） 

見直し後の利用定員は、前年度の年間平均児童数を基準とし、当該児童数が属する

公定価格単価区分のうち、任意の定員数とする。 

  ＜引下げの例＞ 

２・３号認定の合計が１００人の保育所等で、年間平均児童数が８５人の場合 

→ 公定価格単価区分の（８１～９０人）のうち、任意の定員を設定 

２・３号認定の合計が１００人の保育所等で、年間平均児童数が９５人の場合 

→ 公定価格単価区分の（９１～１００人）の範ちゅうのため、引下げ対象外 

＜引上げの例＞ 

２・３号認定の合計が１００人の保育所等で、年間平均児童数が１１５人の場合 

→ 公定価格単価区分の（１１１～１２０人）のうち、任意の定員を設定 

 ⑵ 認定こども園の取扱い 

京都市子ども・子育て支援事業計画（令和５年２月１日付け見直し）に掲げた「認定

こども園への移行に係る需給調整の特例の活用」を踏まえ、以下のとおり取り扱うこと

とする。 

前年度の年間平均児童数が利用定員を超過している場合は、利用実態を踏まえ、認定

こども園への移行時に新たに設けた利用定員（※４）について、１号は１５名、２・３

号は１０名（※５）までの引上げが可能。 

なお、もう一方の利用定員が前述３⑴の引上げ要件に該当する場合は、併せて引き上

げる。 

  ※４ 保育園から移行した場合の１号、幼稚園から移行した場合の２・３号 

  ※５ 幼稚園から移行した場合の預かり保育等の振替分及び待機児童対策による定員 

拡大分を除く 
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５ 手続き 

利用定員の変更を希望する場合は、以下期限までに幼保総合支援室に御相談ください。 

⑴ 申請・届出期限など 

 利用定員の引上げ又は引下げ共に、前述３の要件に該当するかを確認のうえ、４月１

日～同月末の間に相談いただき、５月末までに当室での要件確認及び所定の手続き（申

請・届出）の後、９月１日から利用定員を変更します。 

 ⑵ 令和５年度における利用定員引上げの取扱い 

 令和５年２月・３月児童数を同年１月と同数と仮定したうえで、２月末までに相談い

ただければ、当室での要件確認及び所定の手続きの後、同年４月１日から利用定員を変

更します。 

 

６ 留意点 

 ⑴ 設備運営基準の順守 

① 児童の受入れに当たっては、各区支所はぐくみ室との調整が必要ですが、調整如何

にかかわらず、保育室等の面積及び職員数から算出される上限を超えて児童を受け

入れてしまうと、設備運営基準違反となります。 

② よって、受入れ人数の上限については各施設で把握していただくべきものあり、利

用定員の引上げ相談時などに本市がその事実を把握した場合は、利用児童の安全性

の観点から、本市の指導監督権限に基づき厳正に対処せざるを得ません。 

③ 保育室等の面積及び職員数は施設運営の基本事項であるため、児童の受け入れに

当たっては、面積及び職員数の確認を徹底してください。 

⑵ 利用定員引上げの要否判断 

 年間平均児童数が利用定員を超えていても、４月１日時点での児童数が利用定員以

下の場合、引上げは必須ではありません。 

ただし、利用定員を超える受け入れは原則として行えないため、年度途中入所等に

よる今後の児童数の増加を見込んだうえで、引上げの要否を御判断ください。 
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認定こども園の１号認定児童数
※　Ｒ４年度、Ｒ５年度にこども園に移行した園を除く。

（単位：人）

Ｒ４．４ Ｒ５．４ Ｒ５－Ｒ４

１号利用定員…Ａ 954 1,099 145

１号認定利用児童数…Ｂ 730 688 ▲ 42

4月利用開始…Ｃ 112 105 ▲ 7

3月以前利用開始…Ｄ 618 583 ▲ 35

定員充足率…Ｂ／Ａ 76.5% 62.6% ▲13.9%

4月利用開始の割合…Ｃ／Ｂ 15.3% 15.3% ±0.0%

別紙２
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